
 

 

 

 令 和 元 年  

 ８ 月  ９ 月  10 月  11 月  12 月  

９ 月 分  

（ 消 費 税 率

８ ％ ）  

     

 

10 月 分  

（ 消 費 税 率

８ ％ ）  

     

11 月 分  

（ 消 費 税 率

10％ ）  

     

水道使用料の消費税率改定に関する経過措置について  

 水 道 使 用 量 の 消 費 税 率 は 、 今 回 の 改 定 に よ り 、 原 則 と し て 令 和 元 年 10 月 1 日

以 降 に 検 針 し た 分 の 料 金 か ら 10％ と な り ま す が 、 10 月 1 日 前 か ら 継 続 し て 水 道

を ご 利 用 の お 客 さ ま に は 、 以 下 の よ う な 経 過 措 置 が 適 用 さ れ 、 令 和 元 年 11 月 分

の 料 金 か ら 10％ が 適 用 と な り ま す 。  

原則消費税  ８％  

経過措置適用  
（ 9 月 の 使 用 分 含 む 場 合 ）  

【 問 い 合 わ せ 先 】 村 役 場  水 道 課  業 務 係  ☎ 0980-56-2260  

※ 地 区 に よ っ て 検 針 日 は 異 な り ま す 。  

原則消費税  １０％  
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